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1１．控除収益の概要

• 控除収益は、2020年4月の分社化に伴う北海道電力ネットワーク株式会社(以下、「北海道電力NW」)
からの受託業務に係る電気事業雑収益の増加や、新たな託送回収制度の開始に伴う賠償負担金相当
収益の増加などにより、現行原価に比べ、7,524百万円増加しています。

（百万円）

今回
（A）

前回
（B）

差
（A – B）

主な増減要因

電気事業雑収益 11,486 4,691 6,795
分社化に伴う北海道電力ＮＷから業務受託
による増

遅収加算料金 － 490 ▲490 遅収加算料金の廃止による減

預金利息 1 6 ▲5 金利低下による減

賠償負担金相当収益 1,224 － 1,224 託送回収制度の新設に伴う増

合 計 12,711 5,187 7,524

（注）前回原価は、託送料金原価相当額を除いています。端数処理の関係で合計等が一致しない場合があります。 （以降のページも同様）



2２．電気事業雑収益の概要

• 電気事業雑収益は、2020年4月の分社化に伴い、北海道電力NWからの受託業務に係る会社間取引
の増加などにより、現行原価に比べ、6,795百万円増加しています。

（百万円）

今回
（A）

前回
（B）

差
（A – B）

主な増減要因

電

気

事

業

雑

収

益

契約超過金 112 133 ▲21

受託運転益 35 24 11

受託工事益 － 0 0

広告料 1 11 ▲10

供

給

雑

収

償却債権取立益 7 4 3

延滞利息 159 75 84

その他 1,183 71 1,112 請求書等の有料化に伴う収益計上による増

小 計 1,349 150 1,199

雑口 9,990 4,373 5,617
分社化に伴う北海道電力ＮＷからの業務受託

（8,910）による増

合 計 11,486 4,691 6,795

※前回原価から託送料金原価相当額を除いた電気事業雑収益の合計値を、各項目の前回原価比率で按分しています。

※



3【参考】北海道電力NWとの会社間取引

• 2020年4月の分社化に伴い、効率的な業務運営の観点から、当社は情報通信や情報システムに係る
業務、管理・間接業務（経理・資材・総務 等）およびその他（研究業務等）の業務を、北海道電力
NWから受託しており、当該受託業務に係る対価を電気事業雑収益に計上しています。

◆会社間取引の内訳

（百万円)

内　　　容 申請原価

情報通信・情報システムに係る業務受託 6,159

管理・間接業務（経理・資材・総務　等）の受託 1,960

その他（研究業務等）の受託 791 人件費相当　22億円

計 8,910 その他経費相当 等　67億円

　　　◆会社間取引イメージ

【分社化後】

〔発電・販売事業〕 〔送配電事業〕

【分社化前】

北海道電力株式会社（一体） 北海道電力株式会社 北海道電力NW

〇情報システム業務

〇管理・間接業務

〇その他（研究業務等）

〇情報システム業務

〇管理・間接業務

〇その他（研究業務等）

分

社

化

役務提供

控除収益受領



4３．賠償負担金相当収益の概要

• 賠償負担金相当収益については、経済産業大臣の認可に基づき、一般送配電事業者がエリアの電力量
に応じて託送回収した金額を原子力事業者に払い渡すこととされていることから、以下の実態に基づき
収益計上を行っています。

・当社が算定した一般送配電事業者から回収すべき賠償負担金額を経済産業省へ申請。（2020年7月申請実施）

・経済産業大臣の承認を受け、承認と金額に係る通知を当社、一般送配電事業者が受領。（2020年7月受領）

・当社と一般送配電事業者との間で託送料金として回収した金額の払い渡しに係る契約を締結。（2020年9月締結）

・以降は上記契約に基づき一般送配電事業者から支払が行われており、当該収益を計上。

• 今回申請は、一般送配電事業者との契約に基づき、同契約により定められた「託送回収単価」に、北海
道エリアにおける2023～2025年度の想定需要電力量を乗じ一般送配電事業者の回収額を算定して
います。


